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「糖尿病性腎症重症化予防治療費助成事業」
が始まりました。

住民基本台帳の
閲覧状況の公表

２ 助成内容

１ 対象者　次の３つの要件すべてに該当するかた。

9 平成28年6月1日

　いつでもどこでも受けられる専門
家による健康医療相談が24時間無料
で受けられます。

※プライバシーは厳守されますので、安心してご利用ください。
（通話料・相談料無料）

フリーダイヤル

0120 -317 -381
み〜な さわやかいちばん

健康相談　　　日常生活での「体の不調」や「健康保持・増進」
　　　　　　　に関する相談
医療相談　　　病気に関する説明や治療・検査などに関する相談
介護相談　　　介護を受けるかた・するかたのさまざまな不安
　　　　　　　に対する相談
育児相談　　　妊娠・出産・育児などに関する相談
医療機関情報　最寄の医療機関や夜間・休日に受診できる医療
　　　　　　　機関のご案内

利用できる内容

　住民基本台帳法の規定に基づき、平成27年度の閲
覧を公表します。

問合せ　健康福祉課　健康づくり担当　☎62-1233

問合せ　町民生活課　戸籍住民担当　☎62-1232
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　皆野町糖尿病性腎症重症化予防治療費助成事業が４月１日
から始まりました。
　これは、糖尿病性腎症が重症化し透析に移行するのを防
ぐため、治療費の一部を助成する町独自の制度です。助成
内容および対象要件は次のとおりです。

 ・現在糖尿病治療を受けている医療機関で、申請年度内に
　糖尿病透析予防指導を受けているかた。（糖尿病透析予防
　指導管理料が算定されているかた。）
 ・ＧＬＰ－１受容体作動薬を用いた腎症進展阻止療法を受
　けているかた。
 ・町保健師による保健指導を受け、生活習慣の改善を行っ
　ているかた。
ただし、治療中断しているかたなどは対象となりません。

腎症進展阻止に係る治療費の自己負担額の１／２
（助成上限額　１年度あたり12万円）
申請は原則として、治療年度内に行ってください。

問合せ　健康福祉課　健康づくり担当　☎62-1233

閲覧年月日　　　　　平成27年９月３日
閲覧事由　　　　　　お墓に関するアンケート調査
閲覧した住民の範囲　満40歳以上の男女

■埼玉県企業局長

閲覧年月日　　　　　平成27年６月25日
　　　　　　　　　　平成27年７月15日
　　　　　　　　　　平成27年８月21日
閲覧事由　　　　　　少子化対策に関する
　　　　　　　　　　県民意識調査　
閲覧した住民の範囲　満20歳から49歳までの男女

■埼玉県福祉部長

閲覧年月日　　　　　平成27年７月７日
閲覧事由　　　　　　警察県民意識調査
閲覧した住民の範囲　満20歳以上の男女

■埼玉県警察本部

多くの人に「安心」を！

～みなの健康ダイヤル24～


